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住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

　
　
　
費
用
の
一
部
を
補
助

対
象　

つ
ぎ
の
要
件
に
す
べ
て
該

当
す
る
人

①
市
内
に
あ
る
住
宅（
共
同
住
宅

の
場
合
は
専
有
部
分
）
に
居
住

し
て
い
る
人

②
申
込
日
現
在
で
、
市
税
お
よ
び

市
で
行
う
各
種
貸
付
制
度
に

お
い
て
滞
納
が
な
い
人

③
市
の
ほ
か
の
助
成
制
度
に
よ
る

補
助
を
受
け
て
い
な
い
人

④
対
象
住
宅
が
、
過
去
に
こ
の
補

助
を
受
け
て
い
な
い
人

補
助
額　

工
事
お
よ
び
設
計
費
の

5
％
に
相
当
す
る
額
（
1
0
0

　

0
円
未
満
切
捨
て
）

※
10
万
円
を
上
限
と
し
、
予
算
の

範
囲
内
で
申
込
み
順
と
な
り

ま
す
。

申
込
み

　
見
積
書
と
市
税
の
完
納

証
明
書
を
持
参
の
上
、
建
築

指
導
課
窓
口
へ

　
前
期
／
4
月
10
日（
木
）か
ら

　

後
期
／
9
月
2
日（
火
）か
ら

対
象
工
事
・
設
計

　

費
用
が
20
万
円
以
上（
税
別
）で

4
月
1
日
以
降
に
着
工
・
着
手
し
、

平
成
27
年
2
月
28
日
ま
で
に
完
了

す
る
も
の

※
市
内
の
施
工
業
者
・
設
計
業
者

に
発
注
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

▼
改
築
工
事　

住
宅
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
、
改
め
て

住
宅
部
分
を
建
築
す
る
工
事

▼
増
築
工
事　

住
宅
部
分
の
床
面

積
を
増
加
さ
せ
る
工
事

▼
修
繕
・
模
様
替
え　

住
宅
本
体

の
修
繕
、
模
様
替
え

▼
設
備
工
事　

台
所
、
浴
室
、
洗

面
所
、
暖
房
設
備
、
給
湯
設
備

▼
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工
事

※
工
事
を
伴
わ
な
い
物
置
や
物
品

の
購
入
は
対
象
外
で
す
。

※
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
の
補
助
に
つ
い
て
は
、

広
報
5
月
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
補
強

工
事
は
、
別
に
補
助
制
度
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

建
築
指
導
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課

（
43
）

1
1
1
1
内
線
5
7
2
・

（
43
）7
6
5
6

防災行政無線の

更新を行いました

　地震などの災害発生時には、いち早く情報

を得て、わずかな時間で身を守る行動をとる

ことが大変重要です。

　防災行政無線の更新・デジタル化に伴い、4

月 1 日から全国瞬時警報システム（Ｊ -ＡＬＥ

ＲＴ）による「緊急地震速報」や「緊急情報」をお

知らせできるようになりました。また、緊急

速報（エリア）メールにも配信を開始しました。

　早期の避難行動や被害の最小化のために、

ご活用ください。
問合せ　防災安全課 （43）1111 内線 583・ （43）7656

　今回の更新により、人の手を介することなく 24

時間自動で、市民のみなさんへ緊急情報を提供する

ことが可能になりました。

　緊急時には、全国瞬時警報システムと連動して防

災行政無線から、緊急地震速報や消防庁の国民保護

情報（弾道ミサイル発射情報）などの緊急情報をリア

ルタイムで放送していきます。

　市内 108 基の防災行政無線から、地震・災害・台風などの非常事態に関する情報や人命・そのほか特に緊急・

重要な情報を市内全域に放送しています。

　放送を聞き逃してしまったり、聞き取りにくかったりして「放送内容をもう一度聞きたい」という人のため

に、テレホンサービスを導入しました。24時間、一般電話・公衆電話・携帯電話から利用することができます。

※問合せが集中し、回線が込み合ってしまった場合には、話し中となることがありますので、ご了承ください。

※市ホームページ（http://www.city.satte.lg.jp/）からも放送内容を確認することができます。 

　避難勧告などの緊急情報をいち早く、より多くの

みなさんにお伝えできるよう、テレビ・ラジオや防

災行政無線などに加え、新たに NTT ドコモ、KDDI、

ソフトバンクモバイルの緊急速報メールシステムを

利用し、市域内にある各社の携帯電話に対して、緊

急情報などのメールを配信します。

※エリアメールの利用方法などの詳細については、
各社にお問い合わせください。

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）緊急速報（エリア）メール

防災行政無線テレホンサービス　 0800-800-3541（通話無料）
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国民健康保険にご加入の 70 歳から 74 歳の人へ

医療機関での自己負担割合の一部変更

　国の特別措置の見直しにより、4 月以降に新たに 70 歳になる国民健康保険加入者

の医療機関窓口での自己負担割合が以下のとおり変更となります。なお、すでに 70

歳以上の被保険者の医療機関での自己負担割合は、引き続き 1割に据え置かれます。

※高齢受給者証に記載される自己負担割合は、前年中の所得などを基に判定を行い

毎年 8月に更新を行っています。なお、8 月からの新しい自己負担割合が記載され

た高齢受給者証は 7月下旬に郵送します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　高齢受給者証（見本）

4月 2日以降に新たに70歳になる人
（昭和 19 年 4 月 2 日以降に生まれた人）

自己負担割合 ･･･2 割
（所得区分が現役並み所得（注 1）の人は 3割）

※自己負担割合の適用開始は 70 歳になった月

の翌月の 1日からです。

※高齢受給者証を 70 歳になった月の下旬に郵

送しますので、被保険者証と合わせて医療機

関に提示してください。

4月 1日時点ですでに70歳以上の人
（昭和 19 年 4 月 1 日までに生まれた人）

自己負担割合 ･･･1 割
（所得区分が現役並み所得（注 1）の人は 3割）

※高齢受給者証は 3 月下旬に郵送していますの

で、内容を確認の上、被保険者証と合わせて

医療機関に提示してください。

（注 1）「現役並み所得の人」･･･同一世帯内に住民税課税所得が 145万円以上の 70歳以上 75歳未満の国民健

　　　　　　　　　　　　　  康保険被保険者がいる人など

国民健康保険税の
　　　　　簡易申告を忘れずに

　一定の所得以下の世帯は、国民健康保険税の軽減

制度の適用を受けることができます。この制度では、

世帯主（国民健康保険に加入していない人も含む）と

加入者全員の所得状況によって軽減判定を行います

ので、4 月 1 日現在で 16 歳以上（扶養控除になって

いる人も含む）の加入者全員の申告が必要です。

　世帯主などが確定申告などをしていても、16歳以

上の加入者に未申告の人がいると、軽減に該当する

世帯でも、適用できませんので、申告期限までに簡

易申告（国民健康保険税用の申告）を行ってください。

※平成 25 年度に軽減が適用された世帯で、世帯主

と加入者全員の所得状況が確認できない世帯に

は、4月下旬に簡易申告書を郵送します。

申告期限　5月 16 日（金）まで

申告場所　保険年金課

国民健康保険の
加入・脱退手続きはお済みですか？

　私たちの国では、すべての人がいずれかの健康保

険制度に加入しなければなりません ( 国民皆保険制

度 )。

　市が運営している国民健康保険に加入や脱退をす

るには、ご自分で手続きをする必要があります。

　加入の手続きが遅れた場合は、会社の健康保険を

脱退した日まで遡って加入し、国民健康保険税を納

めていただく必要があります。

　また、脱退の手続きが遅れた場合は、健康保険に

二重加入の状態となり、国民健康保険の被保険者証

で医療機関を受診してしまった場合には、医療費を

返還していただきますので、忘れずに加入・脱退手

続きを行ってください。

　国民健康保険の加入・脱退手続き方法などの詳細

については、お問い合わせください。

問合せ　保険年金課 （43)1111 内線 143・ （43)1125

▼


